別表第２（第10条関係）

三隅中学校、三隅小学校及び岡見小学校以外の施設
体育施設実費弁償（２時間単位とする。）
	屋内
	550円

	屋外
	350円


文化施設実費弁償（３時間単位とする。）
	音楽室
	450円（暖房使用時　　900円）

	ミーティングルーム
	250円（暖房使用時　　700円）

	家庭科室
	1,100円（暖房使用時　　1,550円）

	多目的ホール
	450円（暖房使用時　　900円）

	遊戯室
	250円（暖房使用時　　700円）


旭中学校寄宿舎実費弁償

	１人１日　500円


三隅中学校、三隅小学校及び岡見小学校の施設
　(１)　学校体育施設及び特別教室実費弁償
	時間

施設
	９時～12時
	13時～17時
	18時～22時

	体育館
	788円
	1,050円
	1,050円

	校庭
	―
	―
	―

	武道場
	315円
	525円
	525円

	音楽室
	315円
	525円
	525円


１　超過実費弁償は、１時間増すごとに施設利用実費弁償の１時間当たりの額を加算する。ただし、１時間を単位として１時間未満は１時間とする。
　(２)　設備利用実費弁償（冷暖房費）
	区分
	１時間当たり実費弁償

	特別教室・音楽室
	210円
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